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第1章 本計画の基本的な考え方 

 

1  計画策定の趣旨 

本県は、伊勢湾及び熊野灘にかけて全国 8 位の長い海岸線を有しています。北勢地

域の海岸は人工護岸が大半を占めているものの、鈴鹿川河口部から伊勢市二見浦にか

けては、ほぼ連続した砂浜海岸が形成されており、鳥羽・志摩から尾鷲にかけては複

雑な地形のリアス式海岸となっています。さらに熊野川河口までは小石と砂からなる

海浜が続き、また、伊勢湾口部には答志島等の島々が見られます。 

このように変化に富んだ海岸線は身近な自然環境として親しまれていますが、一方

で海岸漂着物の堆積や散乱により、本来の美しい姿が損なわれる状況になっています。

海岸漂着物は、景観の悪化だけではなく、漁業活動にも影響を及ぼしており、回収・

処理に係る費用負担も膨大となっています。 

これら海岸漂着物は、自然由来のものを除くと、大部分は私たちの日常生活のごみ

が海岸に流れ着いたものであり、対策としては、海岸での回収・処理だけでなく、河

川の上流から下流のそれぞれの地域での取組が重要です。近年、各家庭でも廃棄物の

分別・資源化が行われていますが、海岸漂着物については私たちの生活の場が発生源

でありながら、置き去りにされてきた問題と言えるのではないでしょうか。 

この「三重県海岸漂着物対策推進計画」は、環境保全に係わる NPO、漁業協同組合、

森林組合等の非営利組織（以下「民間団体等」という。）、海岸・河川管理者、企業、

市町などさまざまな立場の方々で構成する協議会において審議されたものであり、本

県の美しい海岸を守っていくため、さまざまな主体の協創による相互協力と役割分担

のもと、森・川・海のつながりを大切にして、海岸漂着物対策に取り組んでいくため

に策定したものです。 

 

 

 

 






